
処理施設への直接持ち込み
燃えるごみ・ 燃えないごみ

月曜日～金曜日、 第３ 日曜日
午前８ 時3 0 分～1 2 時　 午後１ 時～午後４ 時3 0 分

持ち込みさ れる皆さ んへ

松阪市ク リ ーンセンタ ー

○でき る限り 燃えるごみ、 燃えないごみなど、 一つの種別で持ち込みをお願いし ます。

○燃える ごみ、 燃えないごみ、 資源物などが仕分けさ れていない場合や受入基準に満たない場合

は持ち込みをお断り し ます。

○ごみを 持ち 込まれる 場合は、 所有者が自己搬入し てく ださ い。 また、 ごみは中身が確認ができ

る状態で持ち込んでく ださ い。

○ごみ処理申込書を 提出する 際は、 持込車両を 運転する 本人の証明書（ 運転免許証等） を ご提示

く ださ い。 また、 ごみの所有者が持込車両に同乗し てく る 場合は、 所有者本人の証明書につい

ても ご提示く ださ い。

○ごみ処理申込書に記述さ れた内容に偽り があっ た場合は、 受入れをお断り し ます。

○受付開始直後や終了直前は混雑するこ と があり ます。 時間に余裕を持っ ておこ し く ださ い。

○持ち 込まれる 物や持込頻度によ っ ては、 ごみの発生状況や現場確認を さ せていただく 場合があ

り ます。

○持ち込みに使用でき る車両は、 全長6 m 未満の3 ト ン車までになり ます。

（ 処理施設マッ プはP.3 7 にあり ます）

※年末年始、 祝日は除く
　 ただし 、 月曜日及び水曜日の祝日は受付し ます。

注意事項

注意事項は

守っ てく だ

さ いね！

家庭系と

事業系では

手数料が

違う よ！

受入
日時

受入方法
事前にごみ処理申込書を 入手し 、 必要事項を 記

入し て受付に提出し てく ださ い。

ごみ処理申込書設置場所

●松阪市リ サイ ク ルセンタ ー　 ●三雲リ サイ ク ルセンタ ー

○松阪市一般廃棄物最終処分場　 ○本庁受付　 ●各地域振興局

○各地区市民センタ ー　 ○各出張所　 ●松阪市産業振興センタ ー

●松阪公民館（ マーム2 階）　 ○第一隣保館　 ○第二隣保館

●ワーク センタ ー松阪　 ●ク ラ ギ文化ホール管理事務所

※●の施設では、休日も 申込書を受けと るこ と ができます。

※松阪市ホームページから ダウンロード も 可能です。

ごみ処分手数料　 ※平成2 7 年4 月以降

家庭系一般廃棄物

※家庭生活に伴っ て生じ た廃棄物を いう

事業系一般廃棄物

※あら ゆる事業活動に伴っ て生じ た廃棄物

のう ち 、 産業廃棄物以外の廃棄物を いう

1 0 kg につき 1 5 0 円

1 0 0 kg 以下　 　 無料

1 0 kg 以下　 　 　 　 　 　 　 　 1 5 0 円

1 0 kg を 超え2 0 kg 以下　 　 　 3 0 0 円

　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

1 0 0 kg を 超え1 1 0 kg 以下　 1 5 0 円 1 0 0 kg を 超え1 1 0 kg 以下　 1 ,6 5 0 円

1 1 0 kg を 超え1 2 0 kg 以下　 3 0 0 円 1 1 0 kg を 超え1 2 0 kg 以下　 1 ,8 0 0 円

以降　 1 0 kg 毎に1 5 0 円加算 以降　 1 0 kg 毎に1 5 0 円加算
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ごみ集積所に出せないも ので、直接持ち込みいただく こ と で処理するこ と ができ ます。

○木製の大型家具（ ガラ ス・ 金属類は取り 除き 燃えないごみへ）

○庭木、 竹、 廃材は、 長さ 2 m 未満で太さ 1 2 ㎝までが対象です。

　 対象外のも のは持ち込みでき ません。

※持ち込みごみは、 袋詰やシート 等で飛散し ないよう にし てく ださ い。

○破砕でき ない硬いも の

　（ 鉄塊、H鋼、万力、バール、バーベル、鉄アレ イ 、

油圧ジャ ッ キ、 ボイ ラ ー等）

○処理困難物

　（ ワイ ヤーロ ープ、 フ ェ ンス金網、 金

属タ イ ヤチェ ーン ） は、 燃え ないご

みと 仕分けし てお持ち込みく ださ い。

○金属製大型家具（ 木製部分は除く ）、

ソ ファ ー、スプリ ング入り マッ ト 、マッ

サージ機など

○物干し 竿、 鉄パイ プ、 ト タ ン 類の長い

も のは、 2 m 未満までに切断または、 折

り たたんでお持ち込みく ださ い。

○コ ンプレッ サーの付いた製品

　（ 例） 除湿器などで業務用ではないも の

　（ 事前にク リ ーンセンタ ーにお問い合わせく ださ い）

※事業活動で出た産業廃棄物の受入はでき ません。

　（ 建設【 解体・ リ フ ォ ーム】 業に伴う 廃材、 廃畳、 事業活動に伴う プラ スチッ ク 類・ ビニール類・

金属類などは産業廃棄物に該当し ます）

※事業活動で出たごみと 家庭から 出たごみを 一緒に持ち 込まないでく ださ い。 また、 家庭から 出

たごみを社用車など一般車両以外で持ち込まれると 事業活動で出たも のと 判別し 、料金がかかっ

たり 、 産業廃棄物と し て受入を お断り する可能性があり ます。 持ち込みはでき る限り 自家用車

でお願いし ます。

持ち込みで処理できる主なも の

2 m 未満

三重
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市で回収・ 処理でき ないも の

危 

険
農薬

BA TTERY

火薬

薬品・ 農薬

ガスボンベ

廃油等の

液体

自動車・ オート バイ ・ 農機具

及びこ れら の一部部品

※その他、 事業活

動によっ て生じ

た産業廃棄物

医療系廃棄物

バッ テリ ー

消火器

火薬

タ イ ヤ

松阪市一般廃棄物最終処分場埋立物

（ 処理施設マッ プはP.3 7 にあり ます）

月曜日～金曜日
午前８ 時3 0 分～1 2 時　 午後１ 時～午後４ 時3 0 分

※年末年始、 祝日は除く受入
日時

処分手数料

車両の最大積載量（ 1 車両につき ）

3 5 0 kg 以下 2 ,0 9 0 円

3 5 0 kg を 超えて5 0 0 kg 以下 5 ,2 3 0 円

5 0 0 kg を 超えると き 5 0 0 kg（ 1 kg ～5 0 0 kg ）毎に5 ,2 3 0 円加算

●家庭から 出た土砂、 ブロッ ク 、 コ ンク リ ート く ず等が対象です。

　 建設廃材は産業廃棄物と なるので、 持ち込めません。

●埋立物を 持ち込む場合は、 シート 等で飛散し ないよう にし てく ださ い。

●事前に最終処分場にお問い合せの上、 持ち込んでく ださ い。

注意

事項

車両の最大積載

量によっ て値段

が違う よ！

ピアノ

2 2


